
 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 及 び 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 員 選 考 規 程 新 旧 対 照 表 

改     正     前 改     正     後 

 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就

業規則 

（平成１８年達示第２１号） 

（前 略） 

（他の規則の準用） 

第７条 この章に定めるもののほか、年俸制特定教

員の就業に関する事項については、就業規則（第１

３条の２、第２３条及び第６４条を除く。）の規定

を準用する。この場合において、同規則第２条第３

項の規定により年俸制特定教員に準用する採用・

懲戒等に関する事項のうち、国立大学法人京都大

学教員就業特例規則（平成１６年達示第７１号。以

下「教員就業特例規則」という。）第３条、第１０

条及び第１２条の規定中「学系会議等」とあるのは

「教授会又はこれに代わる会議」と、第３条第４項

中「組織の長（全学教員部会議にあっては国立大学

法人京都大学教員選考規程（平成２７年達示第７

６号。以下「教員選考規程」という。）第１２条第

１項に規定する担当理事。以下「組織の長」とい

う。）」とあるのは「組織の長（以下「組織の長」

という。）」と、就業規則第１５条第３項の規定に

より年俸制特定教員に準用する休職に関する事項

のうち、国立大学法人京都大学教職員休職規程（平

成１６年達示第７７号。以下「休職規程」という。）

第２条第１項及び第４条第１項の規定中「学系会

議又は全学教員部会議」とあるのは「教授会又はこ

れに代わる会議」と読み替える。 

２・３ （略） 

４ 第１項前段の規定にかかわらず、就業規則第２

２条第１項の規定は、総合生存学館、国際高等教育

院、大学院教育支援機構、学生総合支援機構、環境

安全保健機構、情報環境機構、図書館機構、成長戦

略本部、国際戦略本部、人と社会の未来研究院、高

等研究院、学際融合教育研究推進センター又は学

術研究展開センターにおいて雇用する場合（大学

が特に認める場合に限る。）は、これを準用しな

い。 

５ 前項の場合において雇用する年俸制特定教員の

雇用年齢上限は、満７０歳とし、当該雇用する年俸

制特定教員の契約期間は、当該年齢に達する日の

属する事業年度の末日を超えることはできない。

ただし、大学が特に認めた場合は、この限りではな

い。 

６ 前３項の規定は、当該雇用する年俸制特定教員

が無期雇用教職員となった場合においては、これ

を適用しない。 

 （後 略） 

 

 

 

 

 

（他の規則の準用） 

第７条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・３ 

４ 第１項前段の規定にかかわらず、就業規則第２

２条第１項の規定は、総合生存学館、国際高等教育

院、大学院教育支援機構、学生総合支援機構、総合

研究推進本部、環境安全保健機構、情報環境機構、

図書館機構、成長戦略本部、国際戦略本部、人と社

会の未来研究院、高等研究院又は学際融合教育研

究推進センターにおいて雇用する場合（大学が特

に認める場合に限る。）は、これを準用しない。 
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（同 左） 

（同 左） 



 

改     正     前 改     正     後 

 

 

 

国立大学法人京都大学教員選考規程 

（平成２７年達示第７６号） 

（前 略） 

（定義） 

第２条 （略） 

２ この規程において「教育研究組織」とは、各研究

科等（各研究科、各附置研究所、医学部附属病院及

び各センター（国立大学法人京都大学の組織に関

する規程（平成１６年達示第１号。次項において

「組織規程」という。）第３章第７節、第８節、第

１０節及び第１１節に定める組織をいう。））のう

ち、次項に定める組織を除くものをいう。 

３ この規程において「全学機能組織」とは、総合生

存学館、附属図書館、総合博物館、組織規程第３章

第９節に定める教育院等（第４７条第１項に定め

る組織のうち図書館機構を除く。）、高等研究院、

学際融合教育研究推進センター及び学術研究展開

センターをいう。 

 （後 略） 

   附 則（令和６年達示第８１号） 

この規則は、令和７年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

（定義） 

第２条  

２ 

 

 

 

 

 

 

３ この規程において「全学機能組織」とは、総合生

存学館、附属図書館、総合博物館、組織規程第３章

第９節に定める教育院等（第４７条第１項に定め

る組織のうち図書館機構を除く。）、高等研究院及

び学際融合教育研究推進センターをいう。 

 

 

 

   附 則（令和６年達示第８１号） 

 この規則は、令和７年１月１日から施行する。 

  

（同 左） 


